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地域公共交通計画の補助制度等の対応について（軽微な変更）

〇背景・目的
地域公共交通計画に関連・連動する補助制度等が国土交通省等で新

たに設置されており、今後も想定される。

本計画の目的である「持続可能な公共交通のネットワークの維持確
保」「実現に向けた施策の実施」を進め、事業として補助制度等を活用す
るためには、計画への具体的な事業の記載による改定が必要となる。

そのため、事業の実施（補助要件）に必要となる計画の改定及び追記
に関して、基本的な対応方法を協議会で予め議論し、決定したい。

資料８ 別紙

1. 計画の骨格である「目指す将来像・基本方針・施策・成果指標」に関
する改定ついては、従来想定していた中間見直し時・計画期間満了
時に行うこととし、計画の施策に該当する事業を実施する（補助制
度の活用）場合の改定については、随時事業の概要を追記すること
としてよろしいか

2. 改正素案の「④ 協議会への意見照会」については、原則対面開催と
し、時間的制約が生じる場合は書面開催も可能としてよろしいか

3. 「⑥ 改定案の協議会での議決」と「⑦ 市議会への報告」については、
順番を開催タイミングによって前後してもよろしいか

〇審議事項

〇事務処理フロー（イメージ）

① 事業者（交通事業者等）から相談

② 地域公共交通計画の趣旨・施策に該当するかの判断 【事務局】

③ 改定素案の作成 【事務局】

④ 協議会への意見照会（対面または書面）

⑤ 改定案の確定

⑥ 改定案の協議会での議決

⑦ 市議会への報告

⑧ 市内部での計画改定の稟議

⑨ 計画改定

協議会での対応


